
船橋市市民防犯推進協議会の概要 

 「船橋市市民防犯推進協議会」は、市民の安全を守り、犯罪のないまちづくりを行うことを

目的として、町会・自治会をはじめとする地域、学校、警察、事業者、行政など関係団体との

連携を強化し、全市的な防犯活動の推進を図るため平成 17年に設置されました。 

協議会は、会長に船橋市長、相談役として船橋・船橋東警察の両署長、各関係団体の代表者

の委員 39人で構成されています。 

開催数 開催日 主な議事 

第 1回 平成 17年 3月 28日（月） 
・副会長選出 

・市・警察の取り組み状況の報告 

第 2回 平成 18年 3月 30日（木） 
・委員の追加について 

・市・警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項「（仮称）生活安全条例」について 

第 3回 平成 18年 7月 19日（水） 
・市・警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項「（仮称）船橋市犯罪のないまちづく

り条例」について 

第 4回 平成 18年 11 月 22 日（水） 
・市・警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項「（仮称）船橋市犯罪のないまちづく

り条例」について 

第 5回 平成 19年 4月 24日（火） 

・市・警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項「船橋市犯罪のないまちづくり条例」

の制定について 

・条例施行に伴う啓発（広報・イベント）等について 

第 6回 平成 21年 2月 19日（木） ・市・警察の取り組み状況の報告 

第 7回 平成 23年 11 月 17 日（木） 
・市・警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項「（仮称）船橋市暴力団排除条例」に

ついて 

第 8回 平成 24年 1月 23日（月） 
・市、警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項「(仮称)船橋市暴力団排除条例」につ

いて 

第 9回 平成 26年 7月 18日（金） 

・市、警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項 

・「振り込め詐欺対策」「安全で安心なまちづくり旬間にお

ける啓発キャンペーン参加及び協力」について 

第 10回 平成 27年 7月 22日（水） 

・市、警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項 

・「船橋ひやりハッと防犯ネットワークについて」「振り込

め詐欺の対策について」 

第 11回 平成 29年 1月 31日（火） 
・市、警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項 

・「電話 de詐欺の対策について」 

第 12回 平成 30年 3月 27日（火） 
・市、警察の取り組み状況の報告 

・市からの協議事項 

・「電話 de詐欺の対策について」 

臨時 平成 30年 6月 29日（金） ・「電話 de詐欺の対策および非常事態宣言について」 

第 13回 平成 31年 1月 29日（火） 
・防犯に関する取り組み状況の報告 

・市からの協議事項 
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第 14回 令和 2年 1月 31日（金） 
・防犯に関する取り組み状況の報告 

・市からの協議事項 

 


